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制 定 要 旨 

 

 日生百合ヶ丘地区地区計画、武蔵中原駅北地区地区計画及び小杉町２丁目地

区地区計画の区域内における建築物に係る制限に関し必要な事項を定めるため、

この条例を制定するものである。 

議案第７３号 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２５年 ６ 月 ３ 日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

 川崎市都市公園条例（昭和３２年川崎市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

 第６条第１項の表中 

「 

小田公園 野球場 

水泳プール 

」 

を 

「 

小田公園 野球場 

」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   制 定 要 旨 

 

小田公園の水泳プールを廃止するため、この条例を制定するものである。 


